
スリーピート 定款 

 

第 1 章 総則 

（名称） 

第 1 条 本団体は「スリーピート」（以下「本チーム」という。）と称する。 

 

（所在地） 

第 2 条 本チームの事務局を長崎県諫早市に置く。 

 

（目的） 

第 3 条 本チームは、バスケットボールを通じて健康増進・交流促進・地域活性化を目的

とし、次の活動を行う。 

1. バスケットボールの練習および試合の実施 

2. 大会・イベントへの参加及び企画運営 

3. 会員相互の親睦を深める活動 

4. その他、本チームの目的達成に必要な活動 

2 本チームは営利を目的とせず、活動により得られた収入はすべて本チームの運営及び目

的達成のために用いる。 

 

第 2 章 会員 

 

（会員資格） 

第 4 条 本チームの目的に賛同し、活動に参加を希望する者をもって会員とする。 

 

（未成年会員と保護者） 

第 5 条 次のとおり定める。 

1. 会員が未成年の場合、その法定代理人（保護者）が本チームにおける議決権及び意

思決定権を代理して行使する。 

2. 総会の票決における未成年会員の議決権は、各未成年会員につきその法定代理人の

うち代表者 1 名が 1 票を行使するものとし、同一会員について複数名の保護者が

同時に行使することはできない。同一の保護者が法定代理人となる未成年会員が複

数いる場合であっても、当該保護者が行使できる議決権は 1 票に限る。 

 

（入会・退会） 

第 6 条 次のとおり定める。 



1. 入会は部長に申し出ることで行う。退会は自由とし、その旨を部長に届け出るこ

と。 

2. 部長より特定の書式または提出方法による届け出の指示があった場合は、その指示

に従うこと。 

 

第 6 条の 2 （除名・ハラスメントの禁止及び反社会的勢力の排除） 

1. （除名）会員が規約に違反し、または本チームの名誉・秩序を著しく害したとき

は、弁明の機会を与えたうえで総会の決議により除名できる。 

2. （ハラスメント等の禁止）暴言・体罰・性的言動、差別的言動を禁止し、違反時は

指導・参加停止・除名等の措置を講ずる。 

3. （反社会的勢力の排除）反社会的勢力に該当し、または関与する者の入会・協賛を

拒否し、判明時は催告なく契約解除・除名できる。 

 

第 6 条の 3 （個人情報・肖像権） 

会員の個人情報および写真・動画は、目的・範囲を明示し、（未成年は保護者の）同意を

得て利用する。撤回の申出があったときは、可能な範囲で速やかに対応する。 

 

（会費・参加費） 

第 7 条 本チームの活動に参加する者は、1 回の参加につき 1 家庭 300 円（兄弟姉妹による

追加負担は不要とする）を参加費として納める。 

2 本条に基づき徴収した参加費は、本チームの運営にのみ用い、役員及び指導者の報酬そ

の他の私的利益に供してはならない。 

 

（保険加入義務） 

第 8 条 本チームに参加する会員は、スポーツ安全保険その他適切な保険に必ず加入しな

ければならない。 

2 保険未加入者の事故・ケガ・損害については、本チームは一切の責任を負わない。 

 

第 3 章 役員 

 

（役員の種類及び定数） 

第 9 条 本チームに次の役員を置く。 

1. 部長 1 名 

2. 副部長 1 名 

3. 監督 1 名 

4. 会計 1 名 



5. 監査 1 名 

6. 必要に応じその他役員を置くことができる。 

 

（役員の職務） 

第 10 条 役員の職務は次のとおりとする。 

1. 部長は本チームを代表し、会務を統括する。 

2. 副部長は部長を補佐し、部長不在時にはその職務を代行する。 

3. 監督は練習及び試合における指導、戦術、メンバー選考及び采配を行う。ただし、

その決定は部長・副部長との協議を経るものとする。 

4. 会計は会計事務を担当し、収支を管理する。 

5. 監査は、本チームの会計及び運営に関する監査を行い、特に会計監査を主とし、そ

の結果を総会に報告する。 

 

（任期） 

第 11 条 役員の任期は 1 年とし、再任を妨げない。 

 

（役員等の無報酬） 

第 11 条の 2 役員及び指導者は無報酬とする。 

2 ただし、業務遂行に必要な実費については、部長の承認を経て本チームの負担とするこ

とができる。 

 

第 4 章 会議 

 

（総会） 

第 12 条 総会は年 1 回開催し、次の事項を議決する。 

1. 活動方針及び運営方針 

2. 会計報告 

3. 役員の選任または解任 

4. その他必要な事項 

 

（議決権） 

第 13 条 総会の議決権は会員本人に属する。ただし会員が未成年の場合、その保護者が

議決権を行使する。 

 



（議決方法） 

第 14 条 総会の決議は、出席会員（または保護者）の過半数による。 

2 可否同数の場合は部長が決する。 

 

第 14 条の 2 （総会の手続） 

（総会の招集）部長は総会を 14 日前までに日時・場所・議題を示して通知する。通知方

法は書面または電磁的方法（メール・SNS 等）とする。 

（議決権の行使）書面または電磁的方法による事前議決・委任状提出を認める。同一人が

書面または電磁的方法を含め同一総会において 2 票以上を行使することはできない。 

（議事録）議長および出席者 3 名が署名押印した議事録を作成し、3 年間保存する。 

 

第 5 章 会計 

 

（会計年度） 

第 15 条 本チームの会計年度は毎年 8 月 1 日に始まり、翌年 7 月 31 日に終わる。 

 

（会計報告） 

第 16 条 会計は年度末に決算を行い、総会において報告し、承認を得る。 

第 16 条の 2 （会計実務の細則） 

支払承認は原則として部長・会計・監査の 3 名で行う。領収書等の会計書類は 3 年間保

存する。 

 

（余剰金の取扱い） 

第 17 条 参加費収入から活動経費を差し引いた余剰金は、次回以降の活動資金として積

立て、必要に応じて会場使用料、備品購入、イベント運営等に充てる。 

 

第 6 章 協賛 

 

（協賛金） 

第 18 条 本チームは、その活動を支援するために協賛金を受け入れることができる。協

賛金の基準は次のとおりとする。 

1. 地域企業協賛：1 口 年額 5 万円（口数に応じた特典を、本チームの成長に合わせ

て総会において別途定める。） 

2. 個人協賛：1 口 年額 1,000 円（何口でも可） 

 



（協賛の権限） 

第 19 条 協賛者は本チームの活動を支援する立場にあり、会員と同様の発言権や議決権

を有しない。 

2 協賛者は運営、役員人事、試合の人選、メンバー構成その他チームの内部事項につい

て、一切関与することはできない。 

 

（協賛表示） 

第 20 条 本チームは協賛者の名称・ロゴ等を、地域企業協賛に限り以下の媒体に掲出す

ることができる。 

1. 練習着、ウォーミングアップウェア、チーム用備品（横断幕、T シャツ、練習用ビ

ブス等） 

2. 本チームが運営するホームページ、SNS その他のオンライン媒体 

3. 新規会員募集チラシ、パンフレット、ポスターその他の印刷物 

ただし、公式戦で使用するユニフォームやボールについては、競技規定によりスポ

ンサー表示が制限される場合があるため、協賛者の名称・ロゴを掲出しないものと

する。 

 

（販促物の配布） 

第 21 条 本チームは、地域企業協賛または個人協賛を行った協賛者に対し、希望がある

場合には会員への販促物（チラシ、クーポン、サンプル等）の配布を許可することができ

る。 

1. 販促物の内容は、部長が事前に確認し、許可したものに限る。 

2. その内容は健全なスポーツ活動の趣旨にふさわしいものでなければならず、特定の

思想・宗教・政治理念の宣伝活動を含んではならない。 

 

第 21 条の 2 （協賛ロゴの知財・業種制限） 

協賛者は、自己の名称・ロゴ等の利用につき、本チームに対し非独占・無償の使用許諾を

与えるものとし、第三者の権利侵害がないことを保証する。青少年保護の観点から、本チ

ームは不適切と判断した業種・内容の掲出・配布を拒否できる。 

 

第 7 章 附則 

 

（定款の改正） 

第 22 条 本定款の改正は総会における出席会員（または保護者）の過半数の承認をもっ

て行う。 

 



（施行期日） 

第 23 条 本定款は 2025 年 8 月 1 日より施行する。 


